
第２回「奄美地域 地域振興の取組方針」見直しに係る地域懇談会

日時：令和４年10月11日（火）

午後２時から午後４時まで

場所：奄美会館大会議室

会 次 第

１ 開会

２ 大島支庁長挨拶

３ 議事

⑴ 「奄美地域 地域振興の取組方針」見直し（案）について

① 概要

② 第２章「時代の潮流と奄美地域の現状・課題」

③ 第３章「奄美地域の目指す姿」

④ 第４章「奄美地域振興の取組方針」

⑵ その他

４ 閉会
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１　委員

氏　名 備考

春 利 正

向 井 扶 美

喜 島 浩 介

美 延 睦 美 オンライン

石 田 秀 輝 オンライン

山 腰 眞 澄

田 畑 克 夫 オンライン

前 田 浩 寿

伊 村 達 児

奥 田 忠 廣
随行
満林 春男 副会長

惠 枝 美

武 下 義 広

勝 眞 一 郎

新 川 康 枝大島支庁長

NPO法人徳之島虹の会　事務局長

奄美大島エコツーリズム推進協議会　会長

社会福祉法人三環舎　理事長

サイバー大学IT総合学部 教授
県DX推進アドバイザー

(一社)奄美群島観光物産協会
統括ﾘｰﾀﾞｰ兼観光部ﾘｰﾀﾞｰ

奄美大島商工会議所　副会頭
NPO法人まち色　事務局長

奄美群島水産振興協議会　会長
奄美漁業協同組合　筆頭理事

伊村農園　代表

鹿児島県建設業青年部会奄美支部　支部長

与論町商工会　会長
NPO法人海の再生ネットワークよろん　代表

前天城町教育長

所　属　等
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地域懇談会出席者名簿

(株)ねりやかなや　代表取締役

地球村研究室　代表
東北大学名誉教授



２　市町村

氏　名 備考

國 分 正 大

早 川 勝 志

辰 島 月 美

登 島 敏 文

勝 元 隆 オンライン

吉 田 忍 オンライン

福 健 吉 郎 オンライン

佐 平 勝 秀 オンライン

有 馬 清 武 オンライン

元 栄 吉 治 オンライン

３　県大島支庁

氏　名 備考

本 一 郎

相 星 壮 吾
代理出席
福元健康企画課長
柳田地域保健福祉課長

中 島 博 也

木佐貫 浄治

八 木 徹

坂 元 祐 次

郷 裕 一 郎総務企画部総務企画課主査

所　属　等

総務企画部長

奄美市　企画調整課長

所　属　等

龍郷町　企画観光課長

瀬戸内町　企画課長

宇検村　企画観光課長

大和村　企画観光課長

総務企画部総務企画課主幹

総務企画部総務企画課長

天城町　企画財政課長

徳之島町　企画課長

建設部長

農林水産部長

保健福祉環境部長

和泊町　企画課長

伊仙町　未来創生課長

知名町　企画振興課長



「奄美地域 地域振興の取組方針」作成に係る地域懇談会設置要領

（設置）

第１条 「かごしま未来創造ビジョン」の実現に向けて，奄美地域の特有の課題や

目指す姿，分野別の取組方針などを示す「奄美地域 地域振興の取組方針（以下

「取組方針」という。）」の作成に当たり，取組方針に係る管内有識者の意見聴

取等を行うため，「奄美地域 地域振興の取組方針」作成に係る地域懇談会（以

下「懇談会」という。）を設置する。

（組織等）

第２条 懇談会は，委員16人以内をもってこれを組織する。

２ 委員は，大島支庁長（以下「支庁長」という。）及び大島支庁（以下「支庁」

という。）管内に在住する有識者等をもって充てる。

３ 委員は，奄美地域に特有の課題やその解決方法，目指す姿，分野別の取組方針

について意見等を述べる。

４ 委員の任期は，取組方針の策定の日までとする。

（座長）

第３条 懇談会に，座長を置き，支庁長がこれを務める。

２ 座長は，会務を総理する。

３ 座長に事故のあるときは，座長があらかじめ指名する委員が，その職務を代理

する。

（会議）

第４条 懇談会は，座長が招集する。

２ 座長が必要と認める場合は，支庁職員等を会議に出席させることができる。

３ 座長が必要と認める場合は，会議に委員以外の者を出席させて意見を述べさせ，

又はその他の方法により委員以外の者に意見を述べさせることができる。

（報償費及び旅費）

第５条 委員及び第４条第３項の規定により用務に従事した者には，報償費及び旅

費を支給することができる。

（事務局）

第６条 懇談会の事務局は，総務企画部総務企画課地域振興係に置く。

（雑則）

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，支庁長が別に定める。

附 則

この要領は，平成30年７月10日から施行する。

附 則

この要領は，令和４年４月25日から施行する。

附 則

この要領は，令和４年６月29日から施行する。
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地域振興の取組方針の見直しに係る地域懇談会　委員名簿

1 前 天 城 町 教 育 長 春
はる

　利正
としまさ


